
　合同会の設立と準会員制度導入の経緯、開業とリワ－クについて
　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学精神医学教室同窓会誌No.12,2016（平成28年）
                                                           三木和平（昭和58年卒）
1　医師の会への準会員制度導入
準会員制度の導入に関わったものの一人として、その経緯を説明させて頂きたいとおもいます。私は昭和58年に三重大学を卒業後、横浜市大医学部付属病院で臨床研修医を行い、昭和60年精神医学教室に入局、その後ワシン坂病院に4年間勤務致しました。平成元年に大学に教授選が行われることになりました。その間は岸本助教授が代行することになり、何故か大学に戻って2年目の私が病棟医長を務めることになりました。
小坂憲司先生が新教授に決定し、平成3年の7月に福浦に病棟も移転することになりました。これも何故か6月に病棟をいったん閉鎖し、8月から新病院の受け入れを始めることになっており、1か月間のラグがあり、重症の患者さんなどは関連病院にいったん受け入れてもらい、新病院がオ－プンしてから順次受け入れることになりました。教授も交代したばかりで、スッタフも少なく、なかなか大変な作業でしたが関連病院の先生方のご協力もあり、何とか行うことができました。
その後私が医師の会の運営委員長をすることになり、当時まだ同門会の時代で、長らく山口哲衛先生が会長を務めておられました。小坂教授は本来教室の同門会はOBと現役が一緒に交流する場であるものと考えておられおり、同門会総会に私と小坂教授でお邪魔して話をしましたが、同門会はOBの懇親の場であり現役は含まれないと言われ、困ってしまいました。
2　準会員制度の設置
現役をやめると即OBとなってしまい、当時の状況では教室の情報も入ってこなくなるので、それでは困るという意見も多くありました。何人かの先輩の先生方に相談しましたが、同門会とは別に第2同門会を作ったらどうかなどという意見もありましたが、とりあえず準会員という会員資格を作り、現役を辞めても教室の人事に関わったり、情報が入るように運営委員会の規約を改正しました。研修規定も改訂し、後期研修では自分の行きたいところで研修ができるようにいたしました。そういう場合は準会員という立場は有用だったと思います。
3　同門会の解散とOB会・OB現役合同会の設立
その後同門会が発展的に解散し、OB会が創設され、OB現役合同の会が設立されました。その後の経過については皆さまよくご存じのことと思います。準会員制度の導入に関わったものとしては、現在のようになったことは夢おようで、準会員制度もその使命を終えて終了してもよいかと個人的には思いますが、準会員自体が独立した地位を築いてしまっている面もあり、簡単には無くすことはできなくなってしまっているように感じます。これは医師の会で時間をかけて検討してもらうべき問題かとおもいます。
4　外来診療とリワ－クプログラム
　私個人は、平成8年から6年間横浜舞岡病院に勤務し、平成14年に横浜駅東口にクリニックを開業し、平成19年にうつ病のリワ－クを実施するために横浜駅西口に横浜ストレスクリニックを開設しました。平成23年に現在の地に二つのクリニックを統合して、1か所で診療とリワ－クを行えるようにしました。リワ－クを開始して10年目になりますが、当時は横浜にリワ－クを実施している医療機関はなく、リワ－クって何？という感じでした。うつ病リワ－ク研究会にも設立当初から参加しました。最初は全国でも30数か所でしか有りませんでしたが、現在は賛助会員を含めると200か所以上になっており、リワ-クは確実に広まって来たことを実感します。一方でリワ－クの質も問われるようになり、標準的プログラムも求められてきています。またリワ－ク参加者も変化してきており、いわゆるメランコリ－型のうつ病はほとんどいなくなり、双極Ⅱ型うつ、発達障害がベ－スにあるうつ、回避・自己愛傾向の強いうつが増えてきており、簡単に復職できないケ－スも増えています。
プログラムも工夫を重ね、現在は第三世代の認知行動療法であるACT（アクセプタンス＆コミットメントセラピ－）を取り入れています。従来は3か月のプログラムでしたが、3か月では理解が深まらず、復職できない方も多かったので、2年前から1か月半（6週間）を1つのステップとして3ステップ実施するようにプログラムを変更し、ト－タル４か月半のコ－スになっています
会社側が復職の条件として、リワ－ク参加を求めるケ－スも増えていますが、やはり本人のモチベ－ションが低いと上手くいかないことが多いようです。今年平成２７年の12月からストレスチェックも始まり、職場のメンタルヘルスはますます重要になってくると思います。長期休職者の大部分がうつ病・うつ状態という状況が続いており、精神科医の産業医の必要性も増すものと思われます。
財団法人日本精神科産業医協会という団体を設立し、私も理事をつとめさせていただいております。産業医の先生も一般科の先生が多く、メンタルヘルスへの理解が不十分な方がおられます。今後産業医との連携も深めながら、１人でも多くの休職中の方が復職できるようリワ－クや診療を行っていきたいと思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三木メンタルクリニック）
注　　赤紫色フォント：村上の強調部分
